
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  消費税の届出書 

Ｑ：消費税の届出書は、適用を受けようと

する事業年度の初日の前日までに提出しなけ

れば適用が受けられないものがあるとか。ど

のようなものがあるのですか？                               

  

Ａ：次のようなものがあります。 

【解説】 

消費税には、その適用を受けようとする事

業年度の初日の前日までに届出書を提出しな

いと適用が受けられないものがいくつかあり

ますので注意が必要です。主なものには次の

ようなものがあります。 

 ①消費税簡易課税制度選択届出書 

  その課税期間の基準期間における課税売上

高が5,000万円以下である事業者が適用を受

ける時に提出します。ただし、新規開業者は

その開業等をした課税期間の末日までに提出

すれば開業等した日の課税期間から適用が受

けられます。 

 ②消費税簡易課税制度選択不適用届出書 

  簡易課税を２年間継続適用した後でなけれ

ば提出できません。 

 ③消費税課税事業者選択届出書 

  新規開業者はその開業等をした課税期間の

末日までに提出すれば開業等した日の課税期

間から適用が受けられます。 

 ④消費税課税事業者選択不適用届出書 

  ③の届出書を提出した課税事業者は、課税

事業者となってから２年間は免税事業者にな

ることはできません。 

 ⑤消費税課税期間特例・選択届出書 
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